
お客様各位 

令和３年９月６日 

「めぐろビジネス・インターネットバンキングサービス」 

振込手数料改定に伴うご注意点について 

 

平素は目黒信用金庫の「めぐろビジネス・インターネットバンキング」をご利用いただきあり

がとうございます。 

 当金庫では、内国為替制度運営費の創設に伴い、他金融機関への振込手数料を改定させていた

だきます。つきましては、以下の通り設定変更が必要となる場合がありますので、ご対応をよろ

しくお願いいたします。 

 

１．改定日  令和３年１０月１日（金曜日） 

 

２．振込手数料 

(消費税含む) 

他金融機関宛 変更前 変更後 

イ ン タ ー ネ ッ ト バ ン キ ン グ 扱 

５万円未満 330 円 270 円 

５万円以上 440 円 330 円 

会  員 330 円   220 円※１ 

※１出資に加入いただいているお客様番号に基づく口座によるお振込みが対象となります。 

＊「同一支店」および「当金庫本支店宛」の振込手数料の変更はありません。 

＊会員の方は、お振込み金額にかかわらず一律となります。 

 

３．当金庫会員のお客様へ ＜振込手数料設定変更のお願い＞ 

（１）インターネットバンキングに登録している振込手数料の設定変更が必要となります。 

まことにお手数をおかけいたしますが、よろしくご対応をお願い申し上げます。 

 

（２）振込手数料の登録手順は「別紙１」をご覧ください。 

※実際に口座から引かれる振込手数料は、自動で新手数料へ移行します。インターネット

バンキングで設定の手数料を未変更のままご使用になりますと、お取引内容によりネッ

ト上で表示される振込手数料と、口座から引き落とされる手数料とに差異が生じること

がありますのでご注意願います。 

 

４．「先方負担手数料」を任意で登録されているお客様が、振込手数料設定の変更を行う場合も、

当金庫会員の方と同じ方法で変更が可能です。 

 

【お問合せ先】本部・総合企画課 ０３－３７１９－０１１６ 

 

 

 

 



＜当金庫会員の方の振込手数料設定方法＞ 

    

「管理者ログオン」の管理者メニュー →Ⓐ「ご契約先管理情報変更」→Ⓑ「振込手数料マスタ登録／

変更／参照」の画面を開きます（下記画面） 

 

①振込指定日が２０２１／１０／０１以降のお取引に適用される手数料にチェックを付け 

   （期間別設定は、１０月１日以降表示されなくなります。） 

 

② 当方負担振込手数料、先方負担振込手数料の別を選び 

③「実行」を押します。 

 

・  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④「個別手数料変更」で「個別振込手数料マスタ登録／変更」画面となります。 

 

Ⓐ 

Ⓑ 

① 

 

 

別紙１ 

② 

③ 

④ 



 

 

基準金額の欄の２カ所の５００００円未満・５００００円～の振込手数料をそれぞれ「同庫同支店内」０・「同

庫他支店内」１１０・「他金融機関向け電信扱」・「他金融機関向け文書扱」に２２０と入力します。 

次にご契約先確認暗証番号（管理者の承認用暗証番号 ）を入力してマスタ登録をクリックします。  

    

 

 

ＯＫをクリックします。 

 

※上記の設定は「当方負担手数料」の設定例ですが、先方負担振込手数料についても同様に設定を行います。 

上記手順Ⓑ→①→②で 先方負担振込手数料 を選び③→④「個別手数料マスタ登録／変更」で改定後の手

数料の設定を行います。                                             

⑤ 




